
住友倉庫九州㈱　第97期決算公告

福岡県福岡市博多区沖浜町5番80号

住友倉庫九州株式会社
代表取締役　渡　辺　　博

（単位  千円）

金　　　　額

流　動　資　産 ９４６,５３６ 流　動　負　債 ３４５,１２６

現 金 及 び 預 金 ５３６,６６２ １９０,８６２

営 業 未 収 入 金 ２６５,６８６ ５０,０００

前 払 費 用 １３,８４３ ９,０２５

立 替 金 １３０,０３２ １,０３６

短 期 貸 付 金 ３９,０００ ２７,６５１

そ の 他 流 動 資 産 １,７９０ ３,２５１

貸 倒 引 当 金 △４０,４７９ ２４,７１５

２３,４５１

１５,１３２

固　定　資　産 ２,７６５,０１６

有形固定資産 ２,６１４,８０２ 固　定　負　債 １９４,４６７

建 物 ９４２,３０５ １３２,６７１

構 築 物 ６,２０２ １５,０００

機 械 及 び 装 置 ２０,１８６ ４２,２０９

器 具 及 び 備 品 １７,２８５ ４,２２９

土 地 １,６２８,８２２ ３５６

無形固定資産 ６,４７２ 負 債 合 計 ５３９,５９３

ソ フ ト ウ ェ ア ２,９７０

その他無形固定資産 ３,５０２ 株　主　資　本 ３,１１７,７９３

資　本　金 ８０,０００

資本剰余金 ２,２８１,９３３

投資その他の資産 １４３,７４０ １,１４１,９３３

投 資 有 価 証 券 １２４,３４７ １,１４０,０００

関 係 会 社 株 式 １ 利益剰余金 ７５５,８６０

出 資 金 １０２ ２０,０００

長 期 前 払 費 用 １３,２６２ ７３５,８６０

差 入 保 証 金 ３,４８７ 圧 縮 記 帳 積 立 金 ８３,２７７

そ の 他 投 資 等 ２,５６５ 繰 越 利 益 剰 余 金 ６５２,５８３

貸 倒 引 当 金 △２４

評価・換算差額等 ５４,１６４

５４,１６４

純 資 産 合 計 ３,１７１,９５８

３,７１１,５５２ ３,７１１,５５２

（記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。）

そ の 他 固 定 負 債

その他有価証券評価差額金

資　産　合　計 負 債 お よ び 純 資 産 合計

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

純  資  産  の  部

役員退職慰労引当金

長 期 預 り 金

繰 延 税 金 負 債

退 職 給 付 引 当 金

未 払 法 人 税 等

前 受 金

預 り 金

賞 与 引 当 金

未 払 消 費 税 等

未 払 事 業 所 税

第９７期  決  算　公　告

貸  借  対  照  表
（２０２２年３月３１日現在）  　

科　　　　目 科　　　　目

資　　産　　の　　部

営 業 未 払 金

短 期 借 入 金

未 払 金

金　　　　額

負　　債　　の　　部
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重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

・子会社株式 移動平均法による原価法

・その他有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（但し、1998年 4月 1日以降取得の建物（建物付属設備を除く）、2016年 4月 1日以

降取得の建物付属設備と構築物については定額法）を採用している。

（２）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。

（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は合理的に見積った貸倒率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

（２）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当期間対応分を計上している。

（３）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上している。

（４）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく当期末要支給額を計上

している。
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４．収益及び費用の計上基準

  当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務の充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりである。

  物流事業

倉庫業では、主に寄託を受けた物品を倉庫に保管する業務並びに寄託貨物の入出庫及びこれに

付随する流通加工業務を行っている。保管業務は、契約期間にわたり均等に履行義務が充足され

ると判断し、契約期間にわたり均等に収益を認識している。その他の業務は、作業が完了した時

点で履行義務が充足されると判断し、作業完了時に収益を認識している。

陸上運送業では、自動車を使用する貨物運送業務並びに自動車及び鉄道による運送を取り扱う

業務を行っている。当該業務は、陸上運送の進捗とともに履行義務が充足されると判断し、陸上

運送の進捗に基づき収益を認識している。

なお、一部の取引については、サービスを手配することが履行義務であり、代理人としての取

引に該当すると判断している。当該取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に

対する支払額を差し引いた純額で収益を認識している。

会計方針の変更に関する注記 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年 3月 31日。）等を当会計年度の期

首から適用した。これにより、物流事業において代理人に該当する取引については、純額で収益を認

識する方法に変更した。 

この結果、当会計年度の営業収益及び営業費用はそれぞれ530,380千円減少した。 


